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総務常任委員会資料
（議案第２８号）

議案第２８号
大津市職員等の旅費に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定について

令和８年３月１６日（月） 総務部人事課
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１ 改正を必要とする条例

＜一般職＞
・大津市職員等の旅費に関する条例（昭和３２年条例第３１号）

＜特別職＞
・大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例（昭和３６年条例第１７号）
・大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

（令和元年条例第２０号）

＜議会＞
・大津市議会議員の議員報酬等に関する条例（昭和３１年条例第１９号）
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２  改正の趣旨

国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減や業

務環境の改善を図り、実態に即した旅費の支給を行うことを目的として、

国家公務員の旅費に関する法律が令和７年４月１日に改正された。

本市においても昨今の物価上昇に対応し、職員に自己負担を生じさせ

ることなく確実に実費弁償を行うとともに、事務負担の軽減を図ること

を目的として、改正を行うもの。
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３ 改正内容
（１）宿泊料
下記の通り、宿泊料を変更する。

※朝夕の２食分を含む上限額

（２）食卓料の廃止及び宿泊手当の新設
 ・食卓料（特別職３，０００円、一般職２，６００円）を廃止する。

 ・宿泊手当（特別職、一般職ともに１，６００円）を新設する。
※宿泊手当の内訳は、朝食８００円・夕食８００円です。
※宿泊手当は、朝夕の２食分として宿泊料に含まれます。

金額《現行》

特別職 １４，８００円

一般職 １３，１００円

金額《案》

特別職 ２１，２００円

一般職 １８，７００円
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（３）移転料の改称
 下記の通り名称を改める。

・移転料 ⇒ 転居費

（４）扶養親族移転料の改正
  下記の通り名称を改める。

・扶養親族移転料 ⇒ 家族移転費

※同一生計の同居家族の移転費用を支給できるようにする。
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（５）交通費に係る見直し
 ・特別車両料金（片道100㎞以上）、特急料金・普通急行（50㎞以上）

 に限り支給という距離要件を廃止する。

 ・鉄道、船舶の利用に必要な「手数料」等を支給可能とする。

 ・航空の利用に必要な「特別座席指定料金」「手数料」等を支給可能とする。

 ・市議会議員、教育長、常勤の監査委員、公営企業管理者及び大津市特別
職の非常勤職員に対する、特別車両料金、特別船室料金及び特別座席料
金については、公務上の必要その他特別の事情がある場合に限り支給する
ことができる。

４ 施行時期 令和８年４月１日
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